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第一部 【企業情報】

第１ 【企業の概況】

１ 【主要な経営指標等の推移】

回次
第11期

第１四半期連結
累計(会計)期間

第10期

会計期間

自　平成20年
　　９月１日
至　平成20年
　　11月30日

自　平成19年
　　９月１日
至　平成20年
　　８月31日

売上高 (千円) 734,2573,891,695

経常損失 (千円) △35,128△365,162

四半期(当期)純損失 (千円) △18,578△264,732

純資産額 (千円) 162,028 180,607

総資産額 (千円) 1,071,7831,513,301

１株当たり純資産額 (円) 2,421.882,699.58

１株当たり四半期
(当期)純損失

(円) △277.70△5,388.24

潜在株式調整後
１株当たり四半期
(当期)純利益

(円) ─ ─

自己資本比率 (％) 15.1 11.9

営業活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △176,974△268,912

投資活動による
キャッシュ・フロー

(千円) 38,394 819,696

財務活動による
キャッシュ・フロー

(千円) △84,711△842,457

現金及び現金同等物の
四半期末(期末)残高

(千円) 169,788 393,079

従業員数 (名) 33 36

(注) １．当社は四半期連結財務諸表を作成しておりますので、提出会社の主要な経営指標等の推移については記載し

ておりません。

２．潜在株式調整後１株当たり四半期（当期）純利益については、第11期第１四半期連結累計（会計）期間及び

第10期は潜在株式は存在するものの１株当たり四半期（当期）純損失であるため記載しておりません。

３．売上高には、消費税等は含まれておりません。
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２ 【事業の内容】

　

当第１四半期連結会計期間において、当社及び当社の関係会社が営む事業の内容について、重要な変更は

ありません。また、主要な関係会社における異動もありません。

　

３ 【関係会社の状況】

　

当第１四半期連結会計期間において、重要な関係会社の異動はありません。

　

４ 【従業員の状況】

(1) 連結会社の状況

平成20年11月30日現在

従業員数(名) 33（2）

(注) １．従業員数は、就業人員（当社グループからグループ外への出向者を除いております。）であり、臨時雇用者数

は、（　）内に当第１四半期連結会計期間の平均人数を外数で記載しております。

２．臨時雇用者は、アルバイト従業員を含み、派遣社員を除いております。

　

　

(2) 提出会社の状況

平成20年11月30日現在

従業員数(名) 27（2）

(注) １．従業員数は、就業人員（当社から社外への出向者を除いております。）であります。

２．臨時雇用者は、アルバイト従業員を含み、派遣社員を除いております。
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第２ 【事業の状況】

１ 【生産、受注及び販売の状況】

(1) 生産実績

当第１四半期連結会計期間における生産実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりで

あります。
　

事業の種類別セグメントの名称 生産高(千円)

レーベル事業 14,500

合計 14,500

(注) １　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。
２　上記の金額は、製造原価によっております。

　

(2) 受注実績

受注制作はおこなっておりません。
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(3) 販売実績

当第１四半期連結会計期間の販売実績を事業の種類別セグメントごとに示すと、次のとおりでありま

す。

事業の種類別セグメントの名称 販売高(千円)

パッケージディストリビューション事業 654,642

デジタルディストリビューション事業 55,512

レーベル事業 29,648

小計 739,803

消去 △5,546

連結売上高 734,257

　
(注) １　上記の金額には、消費税等は含まれておりません。

２　主な相手先別の販売実績及び当該販売実績の総販売実績に対する割合

相手先

当第１四半期連結会計期間

販売高(千円) 割合(％)

タワーレコード㈱ 111,456 15.2

㈱ウイント 111,176 15.1

㈱ヴィレッジヴァン
ガードコーポレーショ
ン

94,666 12.9

　

２ 【経営上の重要な契約等】

当第１四半期連結会計期間において、経営上の重要な契約等の決定又は締結等はありません。

　

３ 【財政状態及び経営成績の分析】

文中の将来に関する事項は、当四半期報告書提出日現在において、当社グループが判断したものでありま

す。

（1）業績の状況

当第１四半期（平成20年９月１日から平成20年11月30日まで）におけるわが国経済は、米国発の金

融不安が世界的な金融市場の混乱を招き、海外経済の減速傾向による輸出の鈍化等により企業収益の

悪化を要因として雇用不安及び個人消費に先行き不透明な状況にあります。

当社が所属する音楽業界についても依然として厳しい状況で推移しております。

このような状況下、当社グループは経営資源の主力事業への集中を図り早期の黒字化を図ってまい

りましたが、主力事業の音楽CD販売が市場の低迷等の影響により、計画値を下回る状況で推移しまし

た。

売上高は734百万円となりました。利益面では、前期から引き続き経費削減等に積極的に取り組みま

したが、売上高の落ち込みを補うことが出来ず、営業損失は35百万円、経常損失は35百万円となりまし

た。四半期純損失は特別利益に貸倒引当金の戻入額17百万円を計上したことにより、18百万円となりま

した。

　

事業の種類別セグメントの業績は、次のとおりであります。

（パッケージディストリビューション事業）

売上高は、654百万円となりました。

音楽ＣＤ市場の低迷の影響をうけ、新譜については前年同期比9.3%減にとどまったものの旧譜の落

ち込みが大きく影響し数量ベースで30.7%と前年同期を下回りました。

また、前期からひき続き原価率の改善に取り組みましたが１枚当たり販売単価が前年同期比4.2%下
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回ったことで粗利益率は21.0%、金額では137百万円となりました。

しかし、営業利益は、販売費等の削減効果により38百万円となりました。

　

（デジタルディストリビューション事業）

売上高は、55百万円となりました。

利益面では、不採算事業の売却及び音楽配信サービスにおけるロイヤルティー率の改善並びに付加

価値の高い月額会員制の導入等の施策により粗利益率は35.1%、金額では19百万円となりました。

しかし、販売費及び一般管理費を吸収するまでにはいたらず、営業損失は3百万円となりました。

　

（レーベル事業）

売上高は、29百万円となりました。

当社子会社の㈱ディスカスにおいて、主力商材の発売タイトル数が前年同期金額ベースで12百万円

減と依然として減少傾向で推移しました。

利益面では、前期から引き続き制作費の合理化及びコスト削減に取り組み、粗利益は7百万円となり

ました。

しかし、販売費及び一般管理費を吸収するまでにはいたらず、営業損失は9百万円となりました。

　

（2）資産、負債及び資本の状況

総資産は1,071百万円となり、前連結会計年度末に比べ441百万円減少しました。主な要因は、借入金

返済及び運転資金への充当に伴う現金及び預金263百万円、売上高の減少により売掛金で212百万円で

あります。

負債は909百万円となり、前連結会計年度末に比べ422百万円減少しました。主な要因は、仕入高の減

少により買掛金が318百万円、長期借入金の繰上げ返済により、短期・長期借入金は84百万円でありま

す。

純資産は162百万円となり、前連結会計年度末に比べ18百万円減少しました。主な要因は、当第1四半

期純損失18百万円であります。以上の結果、自己資本比率は、前連結会計年度末の11.9%から15.1%とな

りました。

　

（3）キャッシュ・フローの状況

当第1四半期連結会計期間における現金及び現金同等物（以下「資金」という。）の残高は、前連結

会計年度末に比べて223百万円減少し、169百万円となりました。

当第1四半期連結会計期間における各キャッシュ・フローの状況とそれらの要因は、次のとおりであ

ります。

（営業活動によるキャッシュ・フロー）

営業活動によって減少した資金は、176百万円となりました。売上債権の減少により212百万円の増加

要因はあったものの、税金等調整前四半期純損失が17百万円、仕入債務の減少318百万円及びたな卸資

産の増加27百万円であったことによるものであります。

（投資活動によるキャッシュ・フロー）

投資活動によって得られた資金は、38百万円となりました。主として、定期預金の払戻40百万円であ

ります。

（財務活動によるキャッシュ・フロー）

財務活動に使用された資金は、84百万円となりました。これは、短期借入金の返済30百万円及び長期

借入金の返済54百万円であります。

　

（4）事業上及び財務上の対処すべき課題

当第１四半期連結会計期間において、当社グループが対処すべき課題について重要な変更はありま

せん。

　

（5）研究開発活動

当第1四半期連結会計期間において研究開発費及び研究開発活動について該当事項はありません。
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（6）経営成績に重要な影響を与える要因及び経営戦略の現状と見通し

当第１四半期連結業績は、音楽ＣＤ市場の低迷、一方でモバイル配信市場の拡大による影響及び景気

後退の懸念から消費者心理の冷え込みが顕著となり厳しい環境にあります。このような状況により、売

上高及び利益面において計画比未達の状況で推移しました。

このような環境下、当社グループは、３期連続して営業損失を計上し、また、当第１四半期連結会計期

間においても営業損失及び当第１四半期純損失を計上しております。

そのため、当第１四半期末の現金及び預金残高が169百万円と減少したことで、今後１年間の安定的

な事業資金が確保されているとはいえないことから、第１四半期報告書に「継続企業の前提に重要な

疑義を抱かせる事象又は状況」の注記を記載しております。

企業の金融商品取引法に基づき作成される連結財務諸表は、継続企業であることを前提として作成

されます。当社グループの連結財務諸表についても、継続企業であることを前提として作成されており

ますが、上記に記載のとおり、当社の継続企業の前提は今後１年間の事業資金を確保することと認識し

ております

経営方針として、事業資金の確保については、今後１年間の安定的な事業資金を確保することが急務

であることから平成21年２月18日を払込期日とする200百万円の私募債の発行決議をおこなっており

ます。なお、当該私募債については、平成21年２月18日付にて払込みが終了しております。

財務内容の改善及び新たな事業の創出については、有料音楽配信事業を柱とするデジタルディスト

リビューション事業を拡大する必要があることから、事業シナジーの高い会社との事業提携及び資本

提携等の話し合いをすすめてまいります。
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第３ 【設備の状況】

(1) 主要な設備の状況

　

当第１四半期連結会計期間において、主要な設備に重要な異動はありません。

　

(2) 設備の新設、除却等の計画

　

当第１四半期連結会計期間において、新たに確定した重要な設備の新設、除却及び売却等の計画はあり

ません。
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第４ 【提出会社の状況】

１ 【株式等の状況】

(1) 【株式の総数等】

① 【株式の総数】

種類 発行可能株式総数(株)

普通株式 150,000

計 150,000

　

② 【発行済株式】

種類
第１四半期会計期間
末現在発行数(株)
(平成20年11月30日)

提出日現在
発行数(株)

(平成21年１月14日)

上場金融商品取引所
名又は登録認可金融
商品取引業協会名

内容

普通株式 67,403.68 67,403
ジャスダック証券取

引所
─

計 67,403.68 67,403 ― ―

(注）１．発行済株式のうち、普通株式17,241株は、現物出資（借入金の株式化199,995,600円）によって発行されたも

のであります

２．提出日現在の発行数(株)につきましては、株券電子化に伴い端株制度がなくなることから、平成20年12月30日

に当社が保有する自己株式501.68株のうち端株0.68株の消却をしたものであります。

　

(2) 【新株予約権等の状況】

新株予約権等の状況は、次のとおりであります。新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数

は、定時株主総会決議により発行した新株予約権の数及び新株予約権の目的となる株式の数から、失効し

たものの数を減じております。

平成13年改正旧商法第280条ノ20及び第280条の21の規定に基づくストックオプションの内容等は次の

とおりであります。
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第１回新株予約権（平成17年11月29日株主総会の特別決議に基づき平成18年4月7日発行）

第１四半期会計期間末現在
(平成20年11月30日)

新株予約権の数（個） 257

新株予約権のうち自己新株予約権の数 ─

新株予約権の目的となる株式の種類 普通株式

新株予約権の目的となる株式の数（株） 257

新株予約権の行使時の払込金額（円） 334,091

新株予約権の行使期間 自　平成19年11月30日　至　平成22年11月28日

新株予約権の行使により株式を発行する場合の株式の
発行価格及び資本組入額（円）

発行価格　　　334,091
資本組入額　　167,046

新株予約権の行使の条件
　新株予約権の一部行使はできないこととする。
　その他行使条件については、取締役会決議に基づき定
めるものとする。

新株予約権の譲渡に関する事項
　新株予約権の譲渡をするときは取締役会の承認を要
するものとする。

代用払込みに関する事項 ─

組織再編成行為に伴う新株予約権の交付に関する事項 ─

(注）１．新株予約権の目的たる株式の種類及び数

当社普通株式500株を上限とする。

各新株予約権の目的たる株式の数（以下、「付与株式数」という。）は500株とする。

なお、新株予約権は発行する日（以下、「発行日」という。）以降、当社が当社普通株式の分割また

は併合を行なう場合には、付与株式数を次の算式により調整する（１株未満の端数は切り捨て)。

ただし、かかる調整は、当該時点で行使または消却されていない新株予約権についての付与株式数

についてのみ行なわれるものとする。

　

調整後付与株式数 ＝ 調整前付与株式数 × 分割・併合の比率

　

また、発行日以降、当社が資本の減少、合併または会社分割を行なう場合、その他これらの場合に準

じて付与株式数の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本の減少、合併または会社

分割の条件等を勘案のうえ、合理的な範囲で付与株式数を調整する。

ただし、かかる調整は、当該時点で行使または消却されていない新株予約権についての付与株式数

についてのみ行なわれるものとする。

２．新株予約権の総数

500個を上限とする。

３．新株予約権の発行価額

無償で発行する。

４．各新株予約権の行使に際して払込をなすべき額は、各新株予約権の行使により発行または移転する株式１株

当たりの払込金額（以下、「行使価額」という。）に付与株式数を乗じた金額とする。

行使価額は、発行日の属する月の前月の各日（取引が成立していない日を除く。）のジャスダック

証券取引所における当社普通株式の普通取引の終値（以下、「終値」という。）の平均値に1.05を乗

じた金額 (１円未満の端数は切り上げ)、または発行日の終値（当日に終値がない場合は、それに先

立つ直近日の終値）のいずれか高い金額とする。

なお、発行日以降、以下の事由が生じた場合は、行使価額をそれぞれ調整する。

(1)　当社が当社普通株式の分割または併合を行う場合には、次の算式により行使価額を調整し、

調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。

調整後行使価額 ＝ 調整前行使価額 ×
１

分割・併合の比率

(2)　当社が時価を下回る価額で当社普通株式につき、新株式を発行または自己株式を処分する場

合（単元未満株式売渡請求権及び新株予約権の行使の場合を除く。）は、次の算式により行使

価額を調整し、調整の結果生じる１円未満の端数は、これを切り上げる。

既発行
株式数

＋
新規発行株式数×１株当たり払込金額

調整後
行使価額

＝
調整前
行使価額

×
時価

既発行株式数 ＋ 新規発行株式数
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なお、上記算式において、「既発行株式数」とは当社の発行済株式総数から当社の保有する

自己株式数の総数を控除した数とし、また、自己株式を処分する場合には、「新規発行株式

数」を「処分する自己株式数」に読み替えるものする。

(3)　当社が資本減少、合併または会社分割を行なう場合、その他これらの場合に準じて行使価額

の調整を必要とするやむを得ない事由が生じたときは、資本減少、合併または会社分割の条件

等を勘案のうえ、合理的な範囲で行使価額を調整するものとする。

５．その他の新株予約権の行使の条件

(1)　各新株予約権の一部行使はできないこととする。

(2)　その他の行使条件については、当社第７期定時株主総会決議及び取締役会決議に基づき定め

るものとする。

６．新株予約権の消却事由及び消却の条件

当社は、いつでも、当社が取得し保有する未行使の新株予約権を、無償にて消却することができる

ものとする。
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(3) 【ライツプランの内容】

　
該当事項はありません。

　

(4) 【発行済株式総数、資本金等の推移】

　

年月日
発行済株式
総数増減数
(株)

発行済株式
総数残高
(株)

資本金増減額
(千円)

資本金残高
(千円)

資本準備金
増減額
(千円)

資本準備金
残高
(千円)

平成20年11月30日
(注)

─ 67,403.68 ─ 1,757,552 ─ 1,360,317

（注）平成20年12月30日をもって会社法第448条第1項の規定に基づき、資本準備金1,360,317千円を減少し、その他資本

剰余金に振替えております。

　

(5) 【大株主の状況】

　

大量保有報告書の写しの送付がなく、当第1四半期会計期間において、大株主の異動は把握しておりま

せん。
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(6) 【議決権の状況】

当第１四半期会計期間末日現在の「議決権の状況」については、株主名簿の記載内容が確認できない

ため、記載することができないことから、直前の基準日（平成20年８月31日）に基づく株主名簿による記

載をしております。

① 【発行済株式】
平成20年８月31日現在

区分 株式数(株) 議決権の数(個) 内容

無議決権株式 ─ ― ―

議決権制限株式(自己株式等) ─ ― ―

議決権制限株式(その他) ─ ─ ―

完全議決権株式(自己株式等)
(自己保有株式)　普

通株式　　 501
― ―

完全議決権株式(その他) 普通株式　 66,902 66,902 ―

端株 普通株式　　 0.68 ― ―

発行済株式総数 67,403.68 ― ―

総株主の議決権 ― 66,902 ―

(注）１．「完全議決権株式（その他）」欄には、株式会社証券保管振替機構名義の株式10株（議決権10個）が含まれ

ています。

２．端株0.68株の内容は、第８期において、第1回無担保転換社債型新株予約権付社債の新株予約権行使に伴い発

行した株式の一部を、転換行使者からの請求により、当社で買取りを行い自己株式としたものです。

　

　

② 【自己株式等】

平成20年８月31日現在

所有者の氏名
又は名称

所有者の住所
自己名義
所有株式数
(株)

他人名義
所有株式数
(株)

所有株式数
の合計
(株)

発行済株式
総数に対する
所有株式数
の割合(％)

（自己保有株式）
ダイキサウンド株式会社

東京都品川区東五反田
1丁目14-10

501 ─ 501 0.74

計 ― 501 ─ 501 0.74

　

　

２ 【株価の推移】

【当該四半期累計期間における月別最高・最低株価】

　

月別
平成20年
９月 10月 11月

最高(円) 12,00010,2908,410

最低(円) 9,2007,0206,440

(注)　最高・最低株価は、ジャスダック証券取引所におけるものです。
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３ 【役員の状況】

前事業年度の有価証券報告書提出日後、当四半期報告書提出日までの役員の異動は、次のとおりでありま

す。

(1) 役職の異動

新役名及び職名 旧役名及び職名 氏名 異動年月日

代表取締役社長
デジタルコンテンツ営業部・
営業部・レーベル営業部管掌

代表取締役社長
デジタルコンテンツ営業部管掌

嵯峨　芳春 平成21年２月１日

取締役
管理部管掌兼管理部長

取締役
営業部・レーベル営業部管掌

福田　和久 平成21年２月１日

取締役
取締役
管理部管掌兼管理部長

奥薗　慶久 平成21年２月１日
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第５ 【経理の状況】

１　四半期連結財務諸表の作成方法について

当社の四半期連結財務諸表は、「四半期連結財務諸表の用語、様式及び作成方法に関する規則」（平成19

年内閣府令第64号。以下「四半期連結財務諸表規則」という。）に基づいて作成しております。

なお、四半期連結財務諸表は、「財務諸表等の用語、様式及び作成方法に関する規則等の一部を改正する

内閣府令」（平成20年８月７日内閣府令第50号）附則第７条第５号ただし書きにより、改正後の四半期連

結財務諸表規則に基づいて作成しております。

　

２　監査証明について

当社は、金融商品取引法第193条の2第1項の規定に基づき、当第1四半期連結累計期間（自　平成20年９月

１日　至　平成20年11月30日）に係る四半期連結財務諸表について、かがやき監査法人による四半期レ

ビューを受けております。

なお、当社の監査法人は次のとおり交代しております。

第10期連結会計年度　　新日本有限責任監査法人

第11期第１四半期連結累計期間　　かがやき監査法人
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１【四半期連結財務諸表】
(1)【四半期連結貸借対照表】

(単位：千円)

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年11月30日)

前連結会計年度末に係る
要約連結貸借対照表
(平成20年８月31日)

資産の部

流動資産

現金及び預金 169,788 433,079

受取手形及び売掛金 552,868 765,239

商品及び製品 246,740 221,127

仕掛品 31,320 29,921

その他 62,179 72,046

貸倒引当金 △70,279 △87,525

流動資産合計 992,616 1,433,888

固定資産

有形固定資産 ※１
 13,234

※１
 13,908

無形固定資産

その他 15,079 17,047

無形固定資産合計 15,079 17,047

投資その他の資産

固定化営業債権 154,261 154,261

その他 60,804 58,408

貸倒引当金 △164,211 △164,211

投資その他の資産合計 50,854 48,457

固定資産合計 79,167 79,413

資産合計 1,071,783 1,513,301

負債の部

流動負債

支払手形及び買掛金 661,510 979,514

短期借入金 9,000 39,000

1年内返済予定の長期借入金 21,000 65,760

未払法人税等 5,134 9,338

返品調整引当金 11,703 15,621

その他 99,105 107,061

流動負債合計 807,454 1,216,295

固定負債

長期借入金 － 9,935

退職給付引当金 14,899 12,284

負ののれん 1,601 1,779

その他 85,800 92,400

固定負債合計 102,301 116,398

負債合計 909,755 1,332,694

純資産の部

株主資本

資本金 1,757,552 1,757,552

資本剰余金 1,360,317 1,360,317

利益剰余金 △2,817,612 △2,799,033

自己株式 △138,229 △138,229

株主資本合計 162,028 180,607

純資産合計 162,028 180,607

負債純資産合計 1,071,783 1,513,301
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(2)【四半期連結損益計算書】
　【第１四半期連結累計期間】

(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年９月１日
  至 平成20年11月30日)

売上高 734,257

売上原価 568,510

売上総利益 165,746

販売費及び一般管理費 ※１
 201,702

営業損失（△） △35,955

営業外収益

受取利息 12

負ののれん償却額 177

持分法による投資利益 1,045

その他 1

営業外収益合計 1,238

営業外費用

支払利息 411

営業外費用合計 411

経常損失（△） △35,128

特別利益

貸倒引当金戻入額 17,283

特別利益合計 17,283

特別損失 －

税金等調整前四半期純損失（△） △17,844

法人税、住民税及び事業税 734

法人税等調整額 －

法人税等合計 734

少数株主利益 －

四半期純損失（△） △18,578
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(3)【四半期連結キャッシュ・フロー計算書】
(単位：千円)

当第１四半期連結累計期間
(自 平成20年９月１日
  至 平成20年11月30日)

営業活動によるキャッシュ・フロー

税金等調整前四半期純損失（△） △17,844

減価償却費 2,898

負ののれん償却額 △177

貸倒引当金の増減額（△は減少） △17,245

返品調整引当金の増減額（△は減少） △3,918

退職給付引当金の増減額（△は減少） 2,615

受取利息及び受取配当金 △12

支払利息 411

持分法による投資損益（△は益） △1,045

リース資産減損勘定の取崩額 △6,599

売上債権の増減額（△は増加） 212,370

たな卸資産の増減額（△は増加） △27,011

仕入債務の増減額（△は減少） △318,003

その他 △269

小計 △173,835

利息及び配当金の受取額 32

利息の支払額 △360

法人税等の支払額 △2,811

営業活動によるキャッシュ・フロー △176,974

投資活動によるキャッシュ・フロー

定期預金の払戻による収入 40,000

その他の支出 △1,605

投資活動によるキャッシュ・フロー 38,394

財務活動によるキャッシュ・フロー

短期借入金の純増減額（△は減少） △30,000

長期借入金の返済による支出 △54,695

配当金の支払額 △16

財務活動によるキャッシュ・フロー △84,711

現金及び現金同等物に係る換算差額 －

現金及び現金同等物の増減額（△は減少） △223,290

現金及び現金同等物の期首残高 393,079

現金及び現金同等物の四半期末残高 ※１
 169,788

EDINET提出書類

ダイキサウンド株式会社(E02978)

四半期報告書

18/30



【継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況】

　

当第１四半期連結会計期間(自　平成20年９月１日　至　平成20年11月30日)

当社グループは、平成18年８月期、平成19年８月期及び平成20年８月期と３期間連続して営業損失を

計上してまいりました。

当第1四半期連結会計期間においても一定の合理化の効果は見られるものの、売上高の減少により黒

字化にはいたらず35百万円の営業損失並びに当第１四半期純損失18百万円を計上しております。

また、平成20年11月に予定していた資本提携等による資金調達は内容の精査をおこなった結果中止

することといたしました。

そのため、平成20年12月の仕入債務決済資金について一部を役員からの借入により補填するような

厳しい状況にあります。（詳細は重要な後発事象に記載しております。）

当該状況により、継続企業の前提に関する重要な疑義が存在しております。

当社グループは、当該状況を解消すべく、平成20年10月20日策定の「平成21年８月期事業計画」につ

いて更にコスト削減、原価率の改善等を図り、今後１年間にわたり「事業部門の収益化」を推進してま

いります。

主たる事業計画としては、以下のとおりであります。

①　パッケージ事業

・レーベル社数の確保、1001社から1100社へ10.0%増へと拡大により商品供給力を確保。

・返品率及びリベート率の改善。

第10期実績15.3%から13.3%へと2.0%の改善

返品リスクのない、通販事業「Amazon.co.jp」等取引の拡大、対前期比54.2%増を見込む。

以上の施策により原価率を83.0%へ対前期比2.2%改善。

②　デジタル事業

・売上高の増加及び利益率の改善

都度課金のユニークユーザー5万人を月額会員に移行させ付加価値の高い事業を創出。

・音楽配信のバックヤードの変更によりロイヤルティー率60.0%から50.0%へ等の施策により原価

率を81.3%へ対前期比19.3%改善。

③　販売費及び一般管理費の改善として

・役員報酬を含む人件費を対前期比18.5%減、金額ベースで54百万円の削減

・長期前払費用の償却負担97百万円償却完了により軽減されます。

・その他経費全般の見直しをおこない、全体で201百万円の削減をおこないます。

一方、当社グループが早急に改善すべき事項、いわゆる「事業資金の確保」、「財務内容の改善」及

び「音楽CD市場の縮小に伴う新たな事業の創出」であることを認識し、以下の施策をおこないます。

　事業資金の確保については、今後１年間の安定的な事業資金を確保することが急務であることから平

成21年２月18日を払込期日とする200百万円の私募債の発行決議をおこなっております。なお、当該私

募債については、平成21年２月18日付にて払込みが終了しております。（詳細は重要な後発事象に記載

しております。）

　財務内容の改善及び新たな事業の創出については、有料音楽配信事業を柱とするデジタルディストリ

ビューション事業を拡大する必要があることから、事業シナジーの高い会社との事業提携及び資本提

携等の話し合いをすすめてまいります。

四半期連結財務諸表は、継続企業を前提として作成されており、上記のような重要な疑義の影響を四

半期連結財務諸表に反映しておりません。

　

【四半期連結財務諸表作成のための基本となる重要な事項等の変更】

　
当第１四半期連結累計期間

(自　平成20年９月１日　至　平成20年11月30日)

１　会計処理基準に関する事項の変更

（1）重要な資産の評価基準及び評価方法の変更

たな卸資産

通常の販売目的で保有するたな卸資産については、従来、移動平均法による原価法によっておりましたが、当

第１四半期連結会計期間より「棚卸資産の評価に関する会計基準」（企業会計基準第９号　平成18年７月５

日）が適用されたことに伴い、移動平均法による原価法（貸借対照表価額については収益性の低下に基づく簿

価切下げの方法）により算定しております。

この変更による損益に与える影響はありません。

なお、セグメント情報に与える影響は、当該箇所に記載しております。
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【簡便な会計処理】

　
当第１四半期連結累計期間

(自　平成20年９月１日　至　平成20年11月30日)

１　たな卸資産の評価方法

当第1四半期連結会計期間末のたな卸高の算出に関しては、実施たな卸を省略し、前連結会計年度末の実施た

な卸高を基礎として合理的な方法により算定する方法によっております。

当第１四半期連結会計期間末のたな卸資産の簿価切下げにつきましては洗替法を採用しております。また、営

業循環過程から外れた滞留又は処分見込み等のたな卸資産で、前連結会計年度末において、帳簿価額を処分見込

価額まで切り下げているものについては、前連結会計年度以降に著しい変化がないと認められるものに限り、前

連結会計年度末における貸借対照表価額で計上する方法によっております。

　

【四半期連結財務諸表の作成に特有の会計処理】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年９月１日　至　平成20年11月30日)

該当事項はありません。

　

　

【追加情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年９月１日　至　平成20年11月30日)

該当事項はありません。
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【注記事項】

(四半期連結貸借対照表関係)

　
当第１四半期連結会計期間末
(平成20年11月30日)

前連結会計年度末
(平成20年８月31日)

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、58,123千　　　　

円であります。

※１　有形固定資産の減価償却累計額は、57,448千　　　　

円であります。
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(四半期連結損益計算書関係)

第１四半期連結累計期間

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年９月１日 
  至　平成20年11月30日)

※１　販売費及び一般管理費のうち主要な費目及び金額

は次のとおりであります。

　　　物流費　　　　　　　　　36,717千円

　　　給与手当　　　　　　　　57,020

　　　退職給付費用　　　　　　 2,733
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(四半期連結キャッシュ・フロー計算書関係)

　
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年９月１日 
  至　平成20年11月30日)

※１　現金及び現金同等物の四半期末残高と四半期連結

貸借対照表に掲記されている科目の金額との関

係

（平成20年11月30日現在）

現金及び預金 169,788千円

預入期間が３か月超の定期預金 ─

現金及び現金同等物 169,788千円
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(株主資本等関係)

当第１四半期連結会計期間末(平成20年11月30日)及び第１四半期連結累計期間(自　平成20年９月１日　至　

平成20年11月30日)

１　発行済株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 67,403.68

　

　

２　自己株式に関する事項

株式の種類
当第１四半期
連結会計期間末

普通株式(株) 501.68
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(リース取引関係)

所有移転外ファイナンス・リース取引について通常の賃貸借取引に係る方法に準じて処理を行って

おりますが、当第1四半期連結会計期間末におけるリース取引残高は前連結会計年度末に比べて著しい

変動が認められないため、記載しておりません。
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(セグメント情報)

【事業の種類別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年９月１日　至　平成20年11月30日)

　
パッケージ
ディストリ
ビューション
事業
(千円)

デジタルディ
ストリビュー
ション事業
(千円)

レーベル事業
(千円)

計
(千円)

消去又は全社
(千円)

連結
(千円)

売上高

　(1) 外部顧客に
　　　対する売上高

649,09555,512 29,648734,257 ― 734,257

　(2) セグメント間の内部
　　　売上高又は振替高

5,546 ― ― 5,546（5,546） ―

計 654,64255,512 29,648739,803（5,546） 734,257

営業利益又は営業損失(△) 38,088△3,814 △9,929 24,344△60,300△35,955

(注）１．各区分の主な事業内容

事業区分は、販売形態の類似性及び事業の性質を考慮し、パッケージディストリビューション事

業、デジタルディストリビューション事業及びレーベル事業に区分しております。

２．会計処理基準に関する事項の変更

（棚卸資産の評価に関する会計基準の適用）

当連結会計年度の第１四半期連結会計期間から平成18年７月５日公表の「棚卸資産の評価に関す

る会計基準」（企業会計基準委員会　企業会計基準第９号）を適用し、評価基準については、原価法

から原価法（収益性の低下による簿価の切下げの方法）に変更しております。

　なお、この変更による損益に与える影響はありません。

　

【所在地別セグメント情報】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年９月１日　至　平成20年11月30日)

該当事項はありません。

　

　

【海外売上高】

当第１四半期連結累計期間(自　平成20年９月１日　至　平成20年11月30日)

該当事項はありません。
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(１株当たり情報)

１　１株当たり純資産額
　

当第１四半期連結会計期間末
(平成20年11月30日)

前連結会計年度末
(平成20年８月31日)

2,421.88円 2,699.58円

　

２　１株当たり四半期純利益及び潜在株式調整後１株当たり四半期純利益
　

当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年９月１日 
  至　平成20年11月30日)

１株当たり四半期純損失 △277.70円

なお、潜在株式調整後1株当たり四半期期純
利益については、1株当たり四半期純損失を
計上しているため、記載しておりません。

─円

(注)　1株当たり四半期純損失及び潜在株式調整後1株当り四半期純利益の算定上の基礎は、以下のとおりであります。

　

項目
当第１四半期連結累計期間
(自　平成20年９月１日 
  至　平成20年11月30日)

四半期連結損益計算書上の四半期純損失(千円) △18,578

普通株式に係る四半期純損失(千円) △18,578

普通株主に帰属しない金額(千円) ─

普通株式の期中平均株式数(株) 66,902

　

(重要な後発事象)

１　多額な資金の借入

当社は、平成20年12月１日、当社取締役奥薗慶久と金銭消費貸借契約を締結し、借入を実行いたしまし
た。当該借入による資金は、仕入債務の決済資金に充当しております。
(1)　借入金額　　　　　　　　60百万円
(2)　借入実行日　　　　　　　平成20年12月１日
(3)　借入期間　　　　　　　　平成20年12月１日から返済期日の定めを行っていない。
(4)　弁済方法　　　　　　　　協議事項
(5)　借入金利　　　　　　　　利息は付さない
(6)　担保　　　　　　　　　　無担保
(7)　その他の重要な特約等　　協議事項

　

２　多額な社債の発行

当社は、平成21年２月18日開催の取締役会において、私募債の発行を決議しております。なお、当該私募
債については、平成21年２月18日付にて払込みが終了しております。
(1)　社債の名称　　　　　　　ダイキサウンド株式会社第１回無担保社債
(2)　社債の総額　　　　　　　200百万円
(3)　利率　　　　　　　　　　年2.25％
(4)　発行価額　　　　　　　　額面100円につき金100円
(5)　償還価額　　　　　　　　額面100円につき金100円
(6)　償還期間　　　　　　　　平成24年２月17日（３年）
(7)　償還方法　　　　　　　　満期一括償還
(8)　発行の時期　　　　　　　平成21年２月18日
(9)　担保の内容　　　　　　　無担保、無保証
(10) 資金の使途　　　　　　　事業資金
(11) その他の重要な特約等　　協議事項
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２【その他】

該当事項はありません。
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第二部 【提出会社の保証会社等の情報】

該当事項はありません。
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独立監査人の四半期レビュー報告書
　

平成21年２月20日

ダイキサウンド株式会社

取締役会　御中

　

かがやき監査法人

　

代表社員
業務執行社員

公認会計士　　曾　我　隆　二　　印

　

代表社員
業務執行社員

公認会計士　　葛　西　晋　哉　　印

　

当監査法人は、金融商品取引法第193条の２第１項の規定に基づき、「経理の状況」に掲げられているダイ

キサウンド株式会社の平成20年９月１日から平成21年８月31日までの連結会計年度の第１四半期連結累計期

間（平成20年９月１日から平成20年11月30日まで）に係る四半期連結財務諸表、すなわち、四半期連結貸借対

照表、四半期連結損益計算書及び四半期連結キャッシュ・フロー計算書について四半期レビューを行った。こ

の四半期連結財務諸表の作成責任は経営者にあり、当監査法人の責任は独立の立場から四半期連結財務諸表

に対する結論を表明することにある。

当監査法人は、我が国において一般に公正妥当と認められる四半期レビューの基準に準拠して四半期レ

ビューを行った。四半期レビューは、主として経営者、財務及び会計に関する事項に責任を有する者等に対し

て実施される質問、分析的手続その他の四半期レビュー手続により行われており、我が国において一般に公正

妥当と認められる監査の基準に準拠して実施される年度の財務諸表の監査に比べ限定された手続により行わ

れた。

当監査法人が実施した四半期レビューにおいて、上記の四半期連結財務諸表が、我が国において一般に公正

妥当と認められる四半期連結財務諸表の作成基準に準拠して、ダイキサウンド株式会社及び連結子会社の平

成20年11月30日現在の財政状態並びに同日をもって終了する第１四半期連結累計期間の経営成績及びキャッ

シュ・フローの状況を適正に表示していないと信じさせる事項がすべての重要な点において認められなかっ

た。

　

追記情報

１．　継続企業の前提に重要な疑義を抱かせる事象又は状況に記載のとおり、会社は平成18年８月期、平成19

年８月期及び平成20年８月期と３期連続して営業損失を計上し、当第１四半期連結会計期間においても

35百万円の営業損失並びに当第１四半期純損失18百万円を計上している状況にある。また、平成20年11月

に予定していた資金調達は中止となった。これらの状況により継続企業の前提に関する重要な疑義が存

在している。当該状況に対する経営計画等は当該注記に記載されている。四半期連結財務諸表は継続企業

を前提として作成されており、このような重要な疑義の影響を四半期連結財務諸表には反映していない。

２．　重要な後発事象に記載のとおり、平成20年12月１日、会社は取締役より60百万円を仕入債務の決済資金

として借り入れている。

３．　重要な後発事象に記載のとおり、平成21年２月18日、会社は取締役会において200百万円の私募債を発行

する決議を行い、同日その払込が完了している。

　

会社と当監査法人又は業務執行社員との間には、公認会計士法の規定により記載すべき利害関係はない。

以　上

　
 
(注) １　上記は、四半期レビュー報告書の原本に記載された事項を電子化したものであり、その原本は当社(四半期報告

書提出会社)が別途保管しております。

２　四半期連結財務諸表の範囲にはXBRLデータ自体は含まれていません。
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